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縮
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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
際
社
会
の
軍
縮
へ
向
け
た
政
府
の
取
組
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

核
兵
器
を
始
め
と
す
る
大
量
破
壊
兵
器
な
ど
の
軍
縮
及
び
不
拡
散
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
安
全
保
障
環
境
を
改
善
し
、

平
和
な
世
界
を
つ
く
る
た
め
に
、
我
が
国
と
世
界
の
国
々
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し

た
観
点
か
ら
、
我
が
国
は
軍
縮
・
不
拡
散
分
野
を
我
が
国
の
外
交
政
策
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
位
置
付
け
、
核
兵
器
の
不
拡

散
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
）
を
基
礎
と
す
る
国
際
的
な
核
軍
縮
・
不
拡
散
体
制
の
維
持
・
強
化
の
た

め
、
今
後
も
核
兵
器
の
な
い
平
和
な
世
界
に
向
け
た
、
具
体
的
か
つ
着
実
な
取
組
を
一
歩
一
歩
進
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
大
量
破
壊
兵
器
拡
散
の
脅
威
に
加
え
、
対
人
地
雷
等
の
通
常
兵
器
は
、
一
般
市
民
に
大
き
な
被
害
を
及
ぼ

す
と
い
う
人
道
上
の
観
点
か
ら
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
も

精
力
的
に
行
っ
て
き
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
対
人
地
雷
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
平
成
九
年
十
二
月
に
オ
タ
ワ
で
行
わ
れ
た
対
人
地
雷
の
使
用
、
貯

蔵
、
生
産
及
び
移
譲
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
（
平
成
十
年
条
約
第
十
五
号
。
以
下
「
対
人
地
雷
禁
止
条
約
」
と

一



い
う
。
）
の
署
名
式
に
お
い
て
、
小
渕
恵
三
外
務
大
臣
（
当
時
）
か
ら
「
犠
牲
者
ゼ
ロ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
提
唱
し
、
普
遍

的
か
つ
実
効
的
な
対
人
地
雷
の
禁
止
の
実
現
及
び
地
雷
除
去
・
犠
牲
者
支
援
の
強
化
を
両
輪
と
す
る
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
と
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
考
え
を
表
明
し
、
同
条
約
の
締
結
後
、
そ
の
推
進
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
地
雷
除
去
・
犠
牲
者
支
援
の
具
体
化
を
推
進
す
る
た
め
に
、
平
成
九
年
か
ら

五
年
間
を
め
ど
と
し
て
百
億
円
規
模
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王

国
等
に
お
い
て
、
地
雷
除
去
活
動
資
金
、
犠
牲
者
へ
の
義
肢
の
供
与
及
び
職
業
訓
練
等
の
支
援
を
実
施
し
、
平
成
十
四
年
十

月
、
支
援
総
額
は
百
億
円
に
達
し
た
。

ま
た
、
平
成
十
六
年
十
一
月
に
ナ
イ
ロ
ビ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
対
人
地
雷
禁
止
条
約
検
討
会
議
に
お
い
て
、
我

が
国
政
府
代
表
の
河
井
克
行
外
務
大
臣
政
務
官
（
当
時
）
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
及
び
中
東
地
域
に
力
点
を
置
き
つ
つ
、

「
平
和
の
構
築
」
、
「
人
間
の
安
全
保
障
」
及
び
「
産
官
学
民
の
連
携
強
化
」
の
三
原
則
に
従
っ
て
地
雷
対
策
支
援
を
行
っ

て
い
く
と
の
新
た
な
地
雷
政
策
を
表
明
し
た
。
政
府
と
し
て
は
、
同
政
策
に
基
づ
き
、
地
雷
除
去
活
動
の
安
全
性
及
び
効
率

性
の
改
善
を
目
的
と
し
て
、
日
本
製
地
雷
除
去
機
材
の
開
発
及
び
供
与
を
始
め
と
す
る
支
援
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
平
成
十

年
以
降
本
年
九
月
末
ま
で
の
支
援
総
額
は
、
三
百
五
十
億
円
に
達
し
て
い
る
。

二



三
に
つ
い
て

さ
ん

国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
「
ラ
ン
ド
マ
イ
ン
・
モ
ニ
タ
ー
・
レ
ポ
ー
ト
」
二
千
八
年
版
に
お
い
て
、
中
華

人
民
共
和
国
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
、
イ
ン
ド
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
、
ネ
パ
ー
ル
連
邦
民
主
共

和
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
ロ
シ
ア
連
邦
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
大
韓
民
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
等
が
対
人
地
雷
を
生
産
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
三
か
国
に
よ
る
対
人
地
雷
の
生
産
量
は
、
い
ず
れ
の
国
も
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
公
表
し
て
い
な
い
た
め
、

政
府
と
し
て
お
尋
ね
の
割
合
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

対
人
地
雷
禁
止
条
約
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
三
か
国
は
締
結
し
て
い
な
い
も
の
の
、
既
に
百
五
十
六
か
国
が
締
結
し
て

お
り
、
国
際
社
会
の
大
多
数
の
国
々
が
対
人
地
雷
の
禁
止
を
支
持
し
て
い
る
。
か
か
る
状
況
を
受
け
て
、
対
人
地
雷
禁
止
条

約
の
非
締
約
国
も
、
対
人
地
雷
の
輸
出
を
自
粛
す
る
な
ど
し
て
き
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

三



政
府
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
国
が
対
人
地
雷
禁
止
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
対
人
地
雷
に
関
す
る
問
題
の
解
決

に
資
す
る
と
の
立
場
か
ら
、
機
会
が
あ
る
ご
と
に
各
国
政
府
、
特
に
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
を
含
む
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
や
地
雷

を
多
く
保
有
す
る
国
々
に
対
し
て
対
人
地
雷
禁
止
条
約
の
締
結
を
働
き
か
け
て
お
り
、
御
指
摘
の
三
か
国
に
対
し
て
も
、
同

様
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

四


